
 

1頁 

省 

務 

省 

経 
済 
産 
業 

総 

務 

省 

総 経 
済 
産 
業 
省 

○ 
 

 
 

 

令
第
二
号 

電
気
通
信
事
業
法
及
び
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
二
年
法
律
第

三
十
号
）
及
び
電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
令
和
三
年
総
務
省
令
第
二
十
三
号
）
の
施

行
に
伴
い
、
電
子
委
任
状
の
普
及
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
九
年
法
律
第
六
十
四
号
）
第
五
条
第
二
項
（
同

法
第
八
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
電
子
委
任
状
の
普
及
の
促

進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
三
年
三
月
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

総
務
大
臣 

武
田 

良
太 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

経
済
産
業
大
臣 

梶
山 

弘
志 

 
 

電
子
委
任
状
の
普
及
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令 

電
子
委
任
状
の
普
及
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
十
九
年 

 
 

 
 

令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。 
 

 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
（
下
線
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ

部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。



 

2頁 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

改 
 

正 
 

後 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

改 
 

正 
 

前 
（
認
定
の
申
請
等
） 

（
認
定
の
申
請
等
） 

第
三
条 
法
第
五
条
第
二
項
の
申
請
書
は
、
様
式
第
一
の
認
定
申
請
書
に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

第
三
条 

［
同
上
］ 

２ 

法
第
五
条
第
二
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。 

２ 

［
同
上
］ 

 

［
一 

略
］ 

［
一 

同
上
］ 

 

二 

法
第
五
条
第
二
項
第
三
号
イ
か
ら
ヘ
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
、
別
表
の
上
欄
に

掲
げ
る
場
合
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
書
類
（
前
号
の
書
類
を
除
く
。
） 

 

二 

法
第
五
条
第
二
項
第
三
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
、
別
表
の
上
欄
に

掲
げ
る
場
合
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
書
類
（
前
号
の
書
類
を
除
く
。
） 

 

［
三
・
四 

略
］ 

 
 

 

［
三
・
四 

同
上
］ 

［
３ 

略
］ 

［
３ 

同
上
］ 

（
変
更
の
認
定
の
申
請
） 

（
変
更
の
認
定
の
申
請
） 

第
七
条 

［
略
］ 

第
七
条 

［
同
上
］ 

２ 

法
第
八
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
五
条
第
二
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次

に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。 

２ 

［
同
上
］ 

一 

法
第
五
条
第
二
項
第
三
号
イ
か
ら
ヘ
ま
で
（
同
号
ニ
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
場
合
に
お

い
て
、
別
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
場
合
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
書
類 

 

一 

法
第
五
条
第
二
項
第
三
号
イ
、
ロ
及
び
ニ
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
、
別
表
の
上
欄
に

掲
げ
る
場
合
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
書
類 

［
二 

略
］ 

 

［
二 

同
上
］ 

別
表  

 

場 
 

合 
 

 
 

 
 

 
 

 

書 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

類 

法
第
五
条
第
二
項
第

三
号
イ
の
場
合 

電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
年
郵
政
省
令
第
二
十
五
号
。
以
下

「
施
行
規
則
」
と
い
う
。
）
様
式
第
一
の
申
請
書
、
施
行
規
則
様
式
第
二
に

よ
る
誓
約
書
及
び
施
行
規
則
第
四
条
第
四
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類 

法
第
五
条
第
二
項
第

三
号
ロ
の
場
合 

［
略
］ 

電
気
通
信
事
業
法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
八
十
六
号
。
以
下
「
事
業
法
」

と
い
う
。
）
第
百
十
七
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
者
（
以
下
「
認
定
電
気

通
信
事
業
者
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
右
欄
に
掲
げ
る
書
類
に
か
か
わ

ら
ず
、
施
行
規
則
第
五
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
応
じ
て
当
該
各
号

に
定
め
る
書
類
及
び
施
行
規
則
様
式
第
三
に
よ
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
成
図
そ

の
他
必
要
な
事
項
を
記
載
し
た
書
類 

   

法
第
五
条
第
二
項
第

三
号
ハ
の
場
合 

［
略
］ 

［
略
］ 

    

別
表  

 

場 
 

合 
 

 
 

 
 

 
 

 

書 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

類 

法
第
五
条
第
二
項
第

三
号
イ
の
場
合 

電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
年
郵
政
省
令
第
二
十
五
号
。
以
下

「
施
行
規
則
」
と
い
う
。
）
様
式
第
一
の
申
請
書
、
施
行
規
則
様
式
第
二
に

よ
る
誓
約
書
及
び
施
行
規
則
第
四
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類 

法
第
五
条
第
二
項
第

三
号
ロ
の
場
合
で
あ

っ
て
、
電
気
通
信
事

業
法
（
昭
和
五
十
九

年
法
律
第
八
十
六
号

。
以
下
「
事
業
法
」

と
い
う
。
）
第
十
三

条
第
一
項
の
変
更
登

録
を
受
け
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
き 

［
同
上
］ 

事
業
法
第
百
十
七
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
者
（
以
下
「
認
定
電
気
通
信

事
業
者
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
右
欄
に
掲
げ
る
書
類
に
か
か
わ
ら
ず

、
施
行
規
則
第
五
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
応
じ
て
当
該
各
号
に
定

め
る
書
類
及
び
施
行
規
則
様
式
第
三
に
よ
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
成
図
そ
の
他

必
要
な
事
項
を
記
載
し
た
書
類 

法
第
五
条
第
二
項
第

三
号
ロ
の
場
合
で
あ

っ
て
、
事
業
法
第
十

三
条
第
四
項
の
届
出

を
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
き 

［
同
上
］ 

［
同
上
］ 

https://search.kudan.hq.admix.go.jp/search/elaws_search/lsg0500/429AC0000000064_20180101_000000000000000
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3頁 

法
第
五
条
第
二
項
第

三
号
ニ
の
場
合 

施
行
規
則
様
式
第
八
の
届
出
書
及
び
施
行
規
則
第
九
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ

る
書
類 

法
第
五
条
第
二
項
第

三
号
ホ
の
場
合 

施
行
規
則
様
式
第
六
の
届
出
書
及
び
施
行
規
則
第
九
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ

る
書
類 

法
第
五
条
第
二
項
第

三
号
ヘ
の
場
合 

［
略
］ 

 

 

認
定
電
気
通
信
事
業
者
に
つ
い
て
は
、
右
欄
に
掲
げ
る
書
類
に
か
か
わ
ら
ず

、
施
行
規
則
第
九
条
第
六
項
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
応
じ
て
当
該
各
号
に
定

め
る
書
類
、
施
行
規
則
様
式
第
三
に
よ
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
成
図
及
び
事
業

法
第
九
条
第
二
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
旨
を
確
認
で
き
る
書
類 

 

法
第
五
条
第
二
項
第

三
号
ハ
の
場
合 

施
行
規
則
様
式
第
八
の
届
出
書
及
び
施
行
規
則
第
九
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ

る
書
類 

  

 

法
第
五
条
第
二
項
第

三
号
ニ
の
場
合 

［
同
上
］ 

 

認
定
電
気
通
信
事
業
者
に
つ
い
て
は
、
右
欄
に
掲
げ
る
書
類
に
か
か
わ
ら
ず

、
施
行
規
則
第
九
条
第
四
項
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
応
じ
て
当
該
各
号
に
定

め
る
書
類
、
施
行
規
則
様
式
第
三
に
よ
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
成
図
及
び
事
業

法
第
九
条
第
二
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
旨
を
確
認
で
き
る
書
類 

 

様
式
第
１
（
第
３
条
第
１
項
及
び
第
４
条
関
係
）

 

認
定
（
更
新
）
申
請
書

 

［
略
］

 

 
［
１
・
２

 
略
］

 

３
 
電
子
委
任
状
の
普
及
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
５
条
第
２
項
第
３
号
イ
か
ら
ヘ
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
に
該

当
す
る
か
非
該
当
で
あ
る
か
の
別

 

イ
 
電
気
通
信
事
業
法
第
９
条
の
登
録
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合

 
 

 
 
 

 
 
該
当

 
非
該
当

 

ロ
 
電
気
通
信
事
業
法
第

13
条
第
１
項
の
変
更
登
録
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合

 
 
該
当

 
非
該
当

 

 

ハ
 
電
気
通
信
事
業
法
第

13
条
第
４
項
の
届
出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合

 
 

 
 
 
該
当

 
非
該
当

 

ニ
 
電
気
通
信
事
業
法
第

16
条
第
１
項
の
届
出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合

 
 

 
 
 
該
当

 
非
該
当

 

ホ
 
電
気
通
信
事
業
法
第

16
条
第
２
項
の
届
出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合

 
 

 
 
 
該
当

 
非
該
当

 

ヘ
 
電
気
通
信
事
業
法
第

16
条
第
３
項
の
届
出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合

 
 

 
 
 
該
当

 
非
該
当

 

［
備
考
１
～
３

 
略
］

 

様
式
第
１
（
第
３
条
第
１
項
及
び
第
４
条
関
係
）

 

認
定
（
更
新
）
申
請
書

 

［
同
左
］

 

［
１
・
２

 
同
左
］

 

３
 
電
子
委
任
状
の
普
及
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
５
条
第
２
項
第
３
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
に
該

当
す
る
か
非
該
当
で
あ
る
か
の
別

 

イ
 
電
気
通
信
事
業
法
第
９
条
の
登
録
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合

 
 

 
 
 

 
 
該
当

 
非
該
当

 

ロ
 
電
気
通
信
事
業
法
第

1
3
条
第
１
項
の
変
更
登
録
を
受
け
、
又
は
同
条
第
４
項
の
届
出

 
該
当

 
非
該
当

 

を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

ハ
 
電
気
通
信
事
業
法
第

1
6
条
第
１
項
の
届
出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合

 
 

 
 

 
該
当

 
非
該
当

 

ニ
 
電
気
通
信
事
業
法
第

1
6
条
第
３
項
の
届
出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合

 
 

  
 

 
該
当

 
非
該
当

 

  ［
備
考
１
～
３

 
同
左
］

 

様
式
第
７
（
第
７
条
第
１
項
関
係
）

 

変
更
認
定
申
請
書

 

［
略
］

 

 
［
１
～
３

 
略
］

 

４
 
法
第
５
条
第
２
項
第
３
号
イ
か
ら
へ
ま
で
（
同
号
ニ
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
か
非
該
当

で
あ
る
か
の
別

 

イ
 
電
気
通
信
事
業
法
第
９
条
の
登
録
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合

 
 

 
 

 
 

 
該
当

 
非
該
当

 

ロ
 
電
気
通
信
事
業
法
第

13
条
第
１
項
の
変
更
登
録
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合

 
 
該
当

 
非
該
当

 

 

ハ
 
電
気
通
信
事
業
法
第

13
条
第
４
項
の
届
出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合

 
 

 
 
 
該
当

 
非
該
当

 

ホ
 
電
気
通
信
事
業
法
第

16
条
第
２
項
の
届
出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合

 
 

 
 
 
該
当

 
非
該
当

 

ヘ
 
電
気
通
信
事
業
法
第

16
条
第
３
項
の
届
出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合

 
   

  
 
該
当

 
非
該
当

 

様
式
第
７
（
第
７
条
第
１
項
関
係
）

 

変
更
認
定
申
請
書

 

［
同
左
］

 

 
［
１
～
３

 
同
左
］

 

４
 
法
第
５
条
第
２
項
第
３
号
イ
、
ロ
又
は
ニ
の
場
合
へ
の
該
当
・
非
該
当
の
別

 

 

イ
 
電
気
通
信
事
業
法
第
９
条
の
登
録
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合

 
 

 
 

 
 

 
該
当

 
非
該
当

 

ロ
 
電
気
通
信
事
業
法
第

1
3
条
第
１
項
の
変
更
登
録
を
受
け
、
又
は
同
条
第
４
項
の
届
出

 
該
当

 
非
該
当

 

を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

ニ
 
電
気
通
信
事
業
法
第

1
6
条
第
３
項
の
届
出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合

 
    

 
 
該
当

 
非
該
当

 

  



 

4頁 

［
５

 
略
］

 

［
備
考
１
・
２

 
略
］

 

［
５

 
同
左
］

 

［
備
考
１
・
２

 
同
左
］

 

備
考 

表
中
の
［ 

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。 

 

                4  



 

5頁 

附 

則 

 

こ
の
省
令
は
、
電
気
通
信
事
業
法
及
び
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施

行
の
日
（
令
和
三
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。 


